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日高市立小・中・義務教育学校における生成 AIの利用に関する暫定的利用方針について 

 

日頃から、保護者の皆様には、本市の教育行政及び学校の教育活動に格別のご理解、ご協力を

賜り感謝申し上げます。 

 さて、近年話題となっている教育現場における生成 AI の利用につきましては、国において、

様々な議論がなされています。文部科学省においても「初等中等教育段階における生成 AI の利

用に関する暫定的なガイドライン（令和５年７月４日付け通知）」が発出されました。 

 当該ガイドラインでは、生成 AI がどのような仕組みで動いているかという理解や、どのよう

に学びに生かしていくかという視点、近い将来使いこなすための力を意識的に育てていくという

姿勢は重要であると示されております。しかしその一方、生成 AI は発展途上にあり、様々な懸

念も指摘されているため、教育活動での利用が可能であるかどうかの見極めも重要であるとされ

ています。そのため、現時点では活用が有効な場面を検証しつつ、限定的な利用から始めること

が適切であると考えられております。 

 この内容を踏まえ、本市教育委員会では、学校の教育活動においての暫定的な利用方針を下記

のとおりとしました。保護者の皆様におかれましては、その趣旨を十分にご理解いただき、ご家

庭での学習活動においても参考にしてくださるようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 方針 

 ・近い将来、生成 AI を使いこなすための力を意識的に育てていくという姿勢は重要です。しか

し、子供の発達の段階や実態を踏まえると、まずは、自分で感じたり、気づいたり、考えたり

する機会を大切にしたいと考えています。そのため、現時点においては、学校教育での生成

AIの利用を制限することとします。 

 

２ 学校の教育活動において 

（１）学校から貸与しているタブレット端末では、生成 AIを利用できないように設定しています。 

 

（２）宿題や課題、各種コンクールやレポート等の作成にあたって、生成 AIを利用して作成させ 

る指導は行いません。 

 

（３）今後の生成 AIの普及も念頭におき、情報モラル教育を進めてまいります。 

 



３ 個人的に利用する場合の主な注意事項 

 （１）年齢制限、保護者同意等、利用規約を確認の上、遵守してください。 

   ・ChatGPT（Open AI社）は 13歳以上、18歳未満の場合は保護者同意が必要 

   ・BingChat（Microsoft社）は成年であること、未成年の場合は保護者同意が必要 

  ・Bard（Google社）は 18歳以上であることが必要 

  ※特に小学校段階の児童に利用させることには、慎重なご対応をお願いします。 

 

（２）個人情報やプライバシーに関する情報、機密情報を入力しないようにしてください。 

  ・生成 AIに入力した個人情報やプライバシーに関する情報が生成 AIの機械学習に利用され 

ることがあり、生成 AIから回答として出力されるリスクがあります。 

 

（３）AIが生成した回答が正しいかどうか確かめてください。 

  ・生成 AIは、ある単語や文章の次に来る単語や文章を推測し、「統計的にそれらしい応答」

を生成するものです。生成 AI に全てを委ねるのではなく最後は自己の判断や考えが必要

です。 

 

（４）ご家庭での学習活動の目的を達成する上で効果的か否かで利用を判断してください。 

・生成 AI による生成物をそのまま自己の成果物として応募・提出することは、評価基準や

応募規約によっては不適切又は不正行為に当たります。また、活動を通じた学びが得られ

ず、自分のためにならないことが考えられるので、適切な利用が求められています。 

 

４ その他 

・スマートフォン等が広く普及する中、学校外で児童生徒が生成 AI を使う可能性が十分に考

えられます。ご家庭でもお子様と情報モラルについて、ぜひ話合ってみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

  ・初等中等教育段階における生成 AIの利用に関する暫定的なガイドライン 

（文部科学省）令和 5年 7月 4日 

【情報モラル】…「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」 

・情報発信による他人や社会への影響 

・ネットワーク上のルールやマナー 

・情報には自他の権利があること 

・情報には誤ったものや危険なものがあること 

・健康を害するような行動について 

・インターネット上に発信された情報は基本的には広く公開される可能性があること 


